
～ 償還が困難な場合には償還猶予制度があります～

新型コロナ特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金）

償還（返済）が困難な方へ

◼償還のための振替口座（銀行の口座から自動で期日に引き落とし

される）の登録がされていない場合は別添チラシにより口座設定

してください。

十八親和銀行以外の銀行などを設定したい場合は、下記の新型

コロナ特例貸付コールセンターへ連絡してください。

● 長崎県社会福祉協議会 新型コロナ特例貸付コールセンター

電話：０９５－８０１－２９４０

２．償還（返済、借りたお金を返すこと）の方法

◼免除には該当しない場合でも、病気、失業、収入減少その他の事

情により償還が難しい場合には、償還を猶予（返済を一時停止）

できる場合があります。

◼償還が難しい場合の例

１ 災害に遭った

２ 失業した

３ 病気で働けない

４ 特例貸付以外にも複数の借金があり、返済が苦しい

５ 収入が少なく生活が苦しい

６ 乳幼児がいたり、看護・介護で十分に働けない

７ DV（家庭内暴力）から逃げている

８ 公共料金を長期間滞納している など

◼償還(返済、お金を返すこと)が難しいなどの場合のご相談は

各市町社会福祉協議会（裏面参照）又は

長崎県社会福祉協議会新型コロナ特例貸付対策室

TEL０９５-８６５-８６１５へご相談ください。

１．償還（返済、借りたお金を返すこと）が難しいとき



返済や償還猶予に関する問い合わせ先
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